
単品スライド運用手順フロー図

①単品スライド
請求

②請求等
受理

様式１（単品スライド請求)

様式２（対象材料報告書）（見込み）

※数量・購入価格が未確定の場合見込みを記入

③協議開始日
通知 受 理

④請求書取下げ
書提出受 理

⑤証明書類提出

最終の設計変更協
議書取交わし後
（対象数量確定後）

（工事打合せ簿）

様式２（対象材料報告書）（確定）

納品書、請求書、領収書

※①に「確定」として証明書類を同時提出の場合、工事打合せ簿不要

⑤証明書類の
確認

⑥スライド額の計算

⑦変更設計協議
（単品スライド）

変更設計協議
（単品スライド）

様式６スライド額算定表

様式４（変更設計協議書）
様式４－１（対象材料内訳表）

⑧単品スライドによる
変更設計書作成

変更設計書（鏡・内訳書）

様式４－１（対象材料内訳表）

様式７（特に定めた契約条件）

単品スライドにより変更契約

（残工事２ヶ月以上）

請負者工事担当課

請求日から７日以内

様式３（協議開始日通知）

証明書類提出前

様式５（請求書取下げ書）

燃料油

燃料油

手続き修了

（資産活用課合議）

（資産活用課報

協議・提出

協議開始日から１４日以内


